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知って お き た い！ 介護福祉経営士に必要な知識や情報が得られるイベントを紹介。スキルを磨き、経営士
同士が切磋琢磨できる場として人気の研究会も多いので、ぜひ参加しよう。
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☎ 03-3553-2896
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介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の
公表が義務化

特集

URLをクリックまたはタップするとお申し込みページへ移動します
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介護の魅力と価値を高めるのはあなたです
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日本医療企画

こんなときどう対応する？ 病院でよくある法律相談
～医師で弁護士の講師が教える やさしい法律のはなし～

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL：06-7660-1761

お問い合わせ

https://www.jmp.co.jp/seminar/kansai/goudou20230604/
お申し込みはこちら▼

■日時：2023年6月4日（日） 14：00～16：00
■講師：山崎祥光氏（弁護士法人御堂筋法律事務所　弁護士）
■開催方法：大阪会場＋オンライン（ZOOM）　※後日アーカイブ受講可
■会場：本町第2ビル 2F セミナールーム（大阪府大阪市中央区本町2-2-5）
■定員：会場30名（先着順）、オンライン50名
■参加費：協会会員2,000円、一般3,500円
　　　　  ※税込 ※会場・オンラインとも

■日時：2023年5月21日（日） 9：30～12：30
■講師：酒井麻由美氏（株式会社リンクアップラボ代表）
■開催方法：会場＆オンライン＆オンデマンド＆DVD&CD（選択可）
■会場：コリドースクエア銀座7丁目2F（HMSセミナールーム）
　　　 （東京都中央区銀座7-2-22）
■参加料：一般24,200円、HMS会員（法人・個人会員）21,780円、
　　　　  購読会員22,990円　※税込

●今月の「介護ビジョン」
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保健・医療・福祉サービス研究会

2024年トリプル改定と
通所リハ・通所介護の経営戦略セミナー

保健・医療・福祉サービス研究会
TEL：03-6823-8700
Mail：info@hifsk.co.jp

お問い合わせ

https://www.hms-seminar.com/seminar/?id=1678439306-427611
お申し込みはこちら▼

介護産業の推進・生産性の向上に向けて
全国介護事業者連盟 奈良県支部 設立総会・記念講演

全国介護事業者連盟

一般社団法人全国介護事業者連盟 事務局
TEL：03-5215-5063
Mail：info@kaiziren.or.jp

お問い合わせ

http://kaiziren.or.jp/event/request/2023/nara20230520/
お申し込みはこちら▼

■日時：2023年5月20日（土） 14：00～16：00
■会場：奈良県コンベンションセンター 2階 会議室
　　　 （奈良県奈良市三条大路1丁目691-1）
■会費：無料

奈良県支部の設立を記念して、設立趣旨・目的・活動内容の周知を図るこ
とを目的とした設立総会と、記念講演を開催。

「過去最大規模」との声も聞かれる2024年トリプル改定に向けた、通所リ
ハ・通所介護の経営強化の具体策について解説。また注目の12年ぶりの
創設となる新複合型サービス「通所＋訪問」など最新のトピックスや、講
師の豊富なコンサル実践事例を交えて、今後の効果的な通所事業経営戦
略を学ぶ。

外来や病棟の日常で起きる出来事には、法律で解決できることもたくさん
ある。患者の行為／医療者の行為はどこからが違法なのか？ 患者への初期
対応でミスしないコツはあるのか。よくあるケースに応じて、医師で弁護士
の山崎祥光氏が解説する。

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL：06-7660-1761

お問い合わせ

https://www.jmp.co.jp/seminar/kansai/onlinecp_juku_2023/
お申し込みはこちら▼

“イチ”からわかる介護経営オンライン塾

介護経営に関する正しい知識を全5回にわたって学ぶ。

日本医療企画

■時間：16：00～18：00 ※ライブ配信だけでなく後日アーカイブ受講も可能
■講師：古株靖久氏（有限責任監査法人トーマツ／介護福祉経営士2級）
　　　  熊田圭佑氏（有限責任監査法人トーマツ／介護福祉経営士2級）
■開催方法：オンライン
■受講料：各回2,000円 ※税込

第 1 回

介護経営を取り巻く環境を学ぶ
2023年4月21日（金）

第 2 回

介護事業の経営分析手法を学ぶ
2023年5月19日（金）

第 3 回

介護事業の経営戦略策定を学ぶ
2023年6月16日（金）

第 4 回

介護事業の収益増加・費用削減と実行手法を学ぶ
2023年7月21日（金）

記念講演

介護保険法改正及び2024年同時改定、
大改革のゆくえと介護事業者生き残り戦略
斉藤正行氏（一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長）

第 5 回

高齢者向け住宅の未来介護経営を学ぶ
2023年9月8日（金）

介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の公表が義務化
特  集

お申し込みは当協会ホームページ（http：//www.nkfk.jp/demae.html）より承っております。

介護福祉経営士  WEB説明会のご案内
　一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会では、「介護福祉経営士」資格や認定試験に関するWEB上での説明会を行っています。
　これまで、当協会では介護福祉経営士の受験を検討する法人などを直接訪問し「出前説明会」を開催してきましたが、今後はWEBも
活用しながら介護福祉経営士の普及に努めてまいります。
　「介護福祉経営士」について、資格取得のメリットや勉強方法などさまざまな情報を距離・場所の制約なく入手していただける機会と
なりますので、ぜひご活用ください。
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公的価格の費用の見える化に
期待されていること

　2022年12月21日、政府は介護事業者に対して、財務

諸表などの経営状況を明らかにする資料の公表を義務

付ける方針を正式に決定した。

　義務化の詳細については議論が続いているが、適用の

タイミングは介護保険法改正に合わせた2024年となる予

定だ。

　今回の議論の流れを追っていくと、昨年6月に発表された

「経済財政運営と改革の基本方針2022（通称：骨太方針

2022）」の中で、「公的価格の費用の見える化等を行った

上で、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金

が引き上がり、必要な人材が確保されること等を目指し

て、現場で働く方々の更なる処遇改善に取り組んでいく。

また、独居の困窮者・高齢者等に対する相談支援や医

療・介護・住まいの一体的な検討・改革等地域共生社会

づくりに取り組む。」と述べられている。このことから、“公的

価格の費用の見える化”を具体化したものの一つが、今回

の“財務諸表の義務化”である。

　元々、社会福祉法人や障害福祉事業者には財務諸表

の公表の義務が課せられている。一方で、株式会社には

上場企業以外は財務諸表の公表義務はない（図1）。
　今回その範囲が拡大された背景には、行政側が介護

保険制度改革の議論のために、より精密なデータを強く

欲している、ということが挙げられる。

　従来、厚生労働省は介護事業所の経営関連のデータ

を「介護事業経営実態調査」などを通じて収集してきた。

しかし、介護事業経営実態調査は、介護報酬改定後3年

度目に一定のサンプルに対して実施しており、調査対象と

なる時点も介護報酬の改定後2年目の1か年分のデータ

を把握するものであることから、議論に使用するためのエ

ビデンスデータとしては、精度面に課題があった。

　その点、全ての介護事業者に財務諸表の提出を義務

づけ、データベース化することが可能となれば、介護保険

制度の改革や職員の処遇改善等に関してより的確な議

論が行えるようになる。

　また、処遇改善の面に関しては介護職員一人あたりの

賃金を公表の対象項目として新たに加えるという議論も

出ている。こうした情報開示の動きが活発化することに

よって、好待遇の法人に人材が移動することなどにつなが

り、介護業界全体の再編につながっていく可能性もある。

公表の対象となる事業所は
何に備えればよいのか

　「財務諸表の提出」の“形式”については今後の議論の

進展が待たれるところであるが、従来の社会福祉法人、障

害福祉事業者に求められている財務諸表の基準にならっ

て行われる可能性が高い。その場合に注意すべきなのは、

これまで税務申告に使用してきた決算書に比べ、決算の

内容が厳格化される可能性についてだ。

　社会福祉法人と同じく運営基準に規定されている「会計

の区分」が適用されれば、複数の拠点や併設サービスがあ

る場合、拠点ごと、サービスごとの損益計算書等を個別に

作成する必要がある。

　仮に一つの法人内で、訪問介護事業所Aと、通所介護

事業所Bを運営していた場合、AとBそれぞれの内訳が必

要となる。そのため、これまで法人全体で決算していたこと

で数字に表れていなかった、赤字の事業所の経営状況

と、黒字の事業所の経営状況が明確になる。

　また、「法人全体の販管費を事業所ごとに按分する」と

いったところまで求められるとすれば、事業所と法人本部

の経営データを連携させ、数字を精査したうえでの公表と

なるため、事務負担が増大するリスクもある。

　そしてなによりも求められてくるのは、財務諸表をはじめ

とする経営データを正確に読み解き、理解するスキルを経

営者層がしっかりと身に付けることだ。

　こうしたスキルを身に付けることによって、適切な資料

が作成されているかを自分自身の目で確認できるようにな

り、今後義務化の議論がどのような展開になっても対応し

やすくなる点は大きなメリットだ。

　また、それ以外にも財務指標などを明確化することにも

つながり、自社の状況を多角的に分析することや、適切な

融資のタイミングなどの把握にも役立てることができる。

　こうした点から見て、介護における財務会計の知識も

網羅できる介護福祉経営士資格の有用性は今後さらに

高まってくることが予想される。

介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の公表が義務化特集

厚生労働省は、次回2024年度（令和6年度）の介護保険法改正において、全ての介護サービス事業所に経営状況
が分かる財務諸表などの公表を義務付ける方針を固めた。介護事業者の経営状況をより詳細に把握・分析できる
環境の整備を図ることが目的だ。本特集では今回の義務化に向けての議論の概要を解説するとともに、介護福祉経
営士であり、税理士として活躍する藤尾智之氏（さすがや税理士法人代表）から現状に対する見解を伺った。
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図１ ●介護施設・事業所等の経営状況の把握について

社会福祉法人法

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

報告義務

公表義務

公表対象
（財務状況）

障害者総合支援法 介護保険法

社会福祉法人は、計算書類（法人・事業区
分・拠点区分で作成）等を所轄庁に届け出
る義務（社福法59条等）

事業者は、情報公表対象サービス等情報を都道府県に報告する義務
（障76条の3①、介115条の35①）

都道府県は、報告を受けた後、報告内容を公表する義務
（障76条の3②、介115条の35②）

事業所等の財務状況
（施行規則別表一） 財務状況に係る規定なし

社会福祉法人は、計算書類（法人・事業区
分・拠点区分）等を公表する義務（社福法
59条の2①）

厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する
情報に係るデータベースを整備（社福法
59条の2⑤）

障害福祉サービス等情報検索システム

「介護保険制度の見直しに関する意見(2022年12月20日)」社会保障審議会（介護保険部会）参考資料を元に作成

さすがや税理士法人代表／介護福祉経営士1級

藤尾智之

ME S S AG E

プレッシャーを感じている経営者を
どう支えていくか

　財務諸表の公表義務化については、現時点で介護現
場からはそこまで大きなリアクションが無いというのが正
直なところです。ただこれは、私のクライアントの7～8割が
社会福祉法人であることや、それ以外のクライアントとも

信頼関係を結べているため、不安感を感じている顧客が
少ないというのも影響していると考えられます。
　とはいえ、実際の作業面を考えると、現場への負担は増え
ることが予想されます。例えば社会福祉法人の方は一言
一句決まった会計科目を使っているのに対して、株式会
社などは会社によって科目が全く違ってきます。千差万別
ある会計科目をどのように国のデータベースの中に落とし

商社勤務を経て、2000年、特別養護老人ホームの事務長へ転身。その後介護現場で活躍する中で介護について理解度の
高い税理士の必要性を感じ、自らが税理士に転身する事を決意。11年、税理士試験に合格。大手税理士法人を経て、12年
に独立。介護福祉分野に特化した、経営サポートを展開。

込んでいくのかは大きなハードルにな
ると思います。比較対象が目的である
のならば、一定のルールを持たせない
と難しいですし、全体で
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公的価格の費用の見える化に
期待されていること

　2022年12月21日、政府は介護事業者に対して、財務

諸表などの経営状況を明らかにする資料の公表を義務

付ける方針を正式に決定した。

　義務化の詳細については議論が続いているが、適用の

タイミングは介護保険法改正に合わせた2024年となる予

定だ。

　今回の議論の流れを追っていくと、昨年6月に発表された

「経済財政運営と改革の基本方針2022（通称：骨太方針

2022）」の中で、「公的価格の費用の見える化等を行った

上で、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金

が引き上がり、必要な人材が確保されること等を目指し

て、現場で働く方々の更なる処遇改善に取り組んでいく。

また、独居の困窮者・高齢者等に対する相談支援や医

療・介護・住まいの一体的な検討・改革等地域共生社会

づくりに取り組む。」と述べられている。このことから、“公的

価格の費用の見える化”を具体化したものの一つが、今回

の“財務諸表の義務化”である。

　元々、社会福祉法人や障害福祉事業者には財務諸表

の公表の義務が課せられている。一方で、株式会社には

上場企業以外は財務諸表の公表義務はない（図1）。
　今回その範囲が拡大された背景には、行政側が介護

保険制度改革の議論のために、より精密なデータを強く

欲している、ということが挙げられる。

　従来、厚生労働省は介護事業所の経営関連のデータ

を「介護事業経営実態調査」などを通じて収集してきた。

しかし、介護事業経営実態調査は、介護報酬改定後3年

度目に一定のサンプルに対して実施しており、調査対象と

なる時点も介護報酬の改定後2年目の1か年分のデータ

を把握するものであることから、議論に使用するためのエ

ビデンスデータとしては、精度面に課題があった。

　その点、全ての介護事業者に財務諸表の提出を義務

づけ、データベース化することが可能となれば、介護保険

制度の改革や職員の処遇改善等に関してより的確な議

論が行えるようになる。

　また、処遇改善の面に関しては介護職員一人あたりの

賃金を公表の対象項目として新たに加えるという議論も

出ている。こうした情報開示の動きが活発化することに

よって、好待遇の法人に人材が移動することなどにつなが

り、介護業界全体の再編につながっていく可能性もある。

公表の対象となる事業所は
何に備えればよいのか

　「財務諸表の提出」の“形式”については今後の議論の

進展が待たれるところであるが、従来の社会福祉法人、障

害福祉事業者に求められている財務諸表の基準にならっ

て行われる可能性が高い。その場合に注意すべきなのは、

これまで税務申告に使用してきた決算書に比べ、決算の

内容が厳格化される可能性についてだ。

　社会福祉法人と同じく運営基準に規定されている「会計

の区分」が適用されれば、複数の拠点や併設サービスがあ

る場合、拠点ごと、サービスごとの損益計算書等を個別に

作成する必要がある。

　仮に一つの法人内で、訪問介護事業所Aと、通所介護

事業所Bを運営していた場合、AとBそれぞれの内訳が必

要となる。そのため、これまで法人全体で決算していたこと

で数字に表れていなかった、赤字の事業所の経営状況

と、黒字の事業所の経営状況が明確になる。

　また、「法人全体の販管費を事業所ごとに按分する」と

いったところまで求められるとすれば、事業所と法人本部

の経営データを連携させ、数字を精査したうえでの公表と

なるため、事務負担が増大するリスクもある。

　そしてなによりも求められてくるのは、財務諸表をはじめ

とする経営データを正確に読み解き、理解するスキルを経

営者層がしっかりと身に付けることだ。

　こうしたスキルを身に付けることによって、適切な資料

が作成されているかを自分自身の目で確認できるようにな

り、今後義務化の議論がどのような展開になっても対応し

やすくなる点は大きなメリットだ。

　また、それ以外にも財務指標などを明確化することにも

つながり、自社の状況を多角的に分析することや、適切な

融資のタイミングなどの把握にも役立てることができる。

　こうした点から見て、介護における財務会計の知識も

網羅できる介護福祉経営士資格の有用性は今後さらに

高まってくることが予想される。

介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の公表が義務化特集

厚生労働省は、次回2024年度（令和6年度）の介護保険法改正において、全ての介護サービス事業所に経営状況
が分かる財務諸表などの公表を義務付ける方針を固めた。介護事業者の経営状況をより詳細に把握・分析できる
環境の整備を図ることが目的だ。本特集では今回の義務化に向けての議論の概要を解説するとともに、介護福祉経
営士であり、税理士として活躍する藤尾智之氏（さすがや税理士法人代表）から現状に対する見解を伺った。
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図１ ●介護施設・事業所等の経営状況の把握について

社会福祉法人法

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

報告義務

公表義務

公表対象
（財務状況）

障害者総合支援法 介護保険法

社会福祉法人は、計算書類（法人・事業区
分・拠点区分で作成）等を所轄庁に届け出
る義務（社福法59条等）

事業者は、情報公表対象サービス等情報を都道府県に報告する義務
（障76条の3①、介115条の35①）

都道府県は、報告を受けた後、報告内容を公表する義務
（障76条の3②、介115条の35②）

事業所等の財務状況
（施行規則別表一） 財務状況に係る規定なし

社会福祉法人は、計算書類（法人・事業区
分・拠点区分）等を公表する義務（社福法
59条の2①）

厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する
情報に係るデータベースを整備（社福法
59条の2⑤）

障害福祉サービス等情報検索システム

「介護保険制度の見直しに関する意見(2022年12月20日)」社会保障審議会（介護保険部会）参考資料を元に作成

さすがや税理士法人代表／介護福祉経営士1級

藤尾智之

ME S S AG E

プレッシャーを感じている経営者を
どう支えていくか

　財務諸表の公表義務化については、現時点で介護現
場からはそこまで大きなリアクションが無いというのが正
直なところです。ただこれは、私のクライアントの7～8割が
社会福祉法人であることや、それ以外のクライアントとも

信頼関係を結べているため、不安感を感じている顧客が
少ないというのも影響していると考えられます。
　とはいえ、実際の作業面を考えると、現場への負担は増え
ることが予想されます。例えば社会福祉法人の方は一言
一句決まった会計科目を使っているのに対して、株式会
社などは会社によって科目が全く違ってきます。千差万別
ある会計科目をどのように国のデータベースの中に落とし

商社勤務を経て、2000年、特別養護老人ホームの事務長へ転身。その後介護現場で活躍する中で介護について理解度の
高い税理士の必要性を感じ、自らが税理士に転身する事を決意。11年、税理士試験に合格。大手税理士法人を経て、12年
に独立。介護福祉分野に特化した、経営サポートを展開。

込んでいくのかは大きなハードルにな
ると思います。比較対象が目的である
のならば、一定のルールを持たせない
と難しいですし、全体で
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第 1特集
心のゆとりが良いケアを生む
職員の心をケアする

第2特集
「育てる人を育てる」
組織を成長させる管理者教育

今月の
地域のニーズをすくい上げ
地域から超高齢社会を支えていくための
視点を具体的事例とともに掲載

●毎月20日発行
●定価：1,320円（税込）
●定期購読料：15,840円（税込）
※会員価格は12,672円（税込）

2023年5月号
2023年

4月20日発売職員が心身ともに健康に働け
る環境を整えることは、事業
所・施設にとって重要な責務
の一つ。なかでも心の不調の
問題は職場全体の問題とし
て、経営者・管理者が率先し
て対策を行っていくことが求
められる。介護現場のメンタ
ルヘルスを巡る最新動向を踏
まえ、職員の心のケアのあり
方、具体的な配慮の仕方を考
えていく。

【購入に関するお問い合わせ】
株式会社日本医療企画 Tel：03-3553-2891

http://www.jmp.co.jp/carevision/

社会福祉・介護事業はメンタルの障害が多い業種
introduction

職員の学びの機会を設けることが
「働きやすさ」「働きがい」のある職場につながる
内イスズ（けあ人財アカデミー合同会社代表）

解  説

多様な人材が働く職場をつくることが
人間関係の軋轢の軽減・解消に役立つ
立花直樹（関西学院聖和短期大学准教授）

提  言

専門のケアセンターを設立
多職種でサポートする体制を充実
おもと会グループ

事例1

“メンタル不調ゼロ”を掲げ対話による
フォローを推進
社会福祉法人あいの土山福祉会 エーデル土山

事例2

込んでいくのかは収集したデータを活かす上で大きな
ハードルになると思います。比較対象が目的であるのなら
ば、一定のルールを持たせないと難しいですし、全体でか
かるような人件費、家賃、水道光熱費や、通信費、リース
料等についてどのように按分すべきなのかはよく検討す
る必要があると思います。
　また、近年では社会法人向けの会計ソフト自体も性能
がアップしてきており、部門別の会計などにも対応しつ
つ、WAMNETなどの厚生労働省の定めたシステムに流
し込むためのデータが出力されるようになってきていま
す。もちろんそれでも修正すべき点が出てきますので、1日
がかりの大仕事です。
　仮に社会福祉法人以外の法人が同じ作業をしようと
すれば、手打ち入力が基本となると思いますので、これは
かなり厳しい作業になると思います。
　公表後に財務状況が明らかになるなど、スタッフから経営
の健全性や人件費の配分などに指摘が入る可能性も否め
ず、スタッフの離職につながる可能性もあります。

　経営者にとって、かなりのプレッシャーになるのではな
いでしょうか。
　もちろん「経営の見える化」そのものは介護サービスの
業態に限らず有効だとは思っています。私自身も稼働率
を上げるためのアドバイスをするときなどは、とにかく記
録を取って結果を見える化できるように伝えています。問
い合わせが何件あり、そのうち何件が見学に来て、そのう
ちの何件が実際に成約したのかといったデータを取って
行くことで、「問い合わせが減っているのでこうしたアク
ションをしていこう」といった具体的なビジョンが見えて
きます。
　そうした視点から見れば今回公表される財務諸表も工
夫しだいで利用方法が見つかるはずです。例えば、今後
データベース化が進めば、規模別、サービス別の全国的
な平均値が見えてくるでしょう。この指標をうまく活用す
ることができれば、経営者にとっての自信につながった
り、改善（気づき）を得るきっかけになると思います。

入選作品掲載
第7回「介護福祉のみらい」作文コンクール

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会は、将来を担う中学生、高校生が、介護や福祉の大切さを知り、未来に関する考え
や思いを発表することを目的に、第7回「介護福祉のみらい」作文コンクールを実施しました。全国より応募総数506編の作品が
寄せられ、黒澤貞夫審査委員長（日本生活支援学会会長／浦和大学名誉教授）のもと、厳正な審査を行いました。以下に入選作
品を掲載いたします。

vol.4

「介護や福祉に関する実体験等を通して
  感じたこと・考えたこと」

　私が、介護や福祉に関する実体験等を通して感じた
こと、考えたことは、介護はいつ必要になるかなんて分か
らないということです。私の母は、末梢神経の病気を持っ
ています。気づいた日には、もう病気になっていました。一
時期は、お箸やお皿も持てずスプーンや軽いプラスチッ
クのお皿を使ったりしていました。ですが私は、介護は苦
痛だと思っていません。むしろ、その困っている人のため
に何もできない自分がその人の役に立つことができてと
てもうれしいことだなと感じることができました。
　介護はずっと、車いすを押す、オムツを替えるなどだけ
だと思っていましたが、利用者さんとコミュニケーション
をとるのはもちろん、変化や気持ちをしっかりと聞くこと
も介護だということを知りました。介護は、高齢者や障害
だけでなくとも大勢の人が介護を必要としているという
ことが分かりました。
　介護の勉強をしていて、私は介護福祉士になれるの
かなと不安になるときがあります。ですが、一緒に学習し
ているクラスメイトがいるので頑張ることができていま
す。介護には、表情が必要です。自分が硬い表情をしてい
たら、ダメだったのかななどと不安にさせてしまう可能性
もあるので、笑顔になろうという意識を高めようと思うこ
とができました。今は、まだ学校での介護実習でしか行
えていないので、本当に行うとなると接し方も分からなく
なって戸惑ってしまわないように今から頑張っていきた

いと思いました。私は、感謝できる人間になりたいと思い
ました。まずは、自分が感謝をできるような人間でない
と、相手にも感謝されないと感じ、自ら感謝することが必
要なのだと感じました。なので逆に介護させてくれてあり
がとうと思えるような介護を行いたいなと考えるようにし
ています。困っている人に手をさしのべることができる、
そんな人になれたら良いなと思いました。
　母も父もいつどうなってしまうかなんて全然分かりま
せんが、今自分にできることや自分がどう考えているか
をしっかりと伝えておきたいなと思いました。助けを求
めている人に手をさしのべ、たくさんの人の助けになっ
てくれたらいいなと思います。自分も役に立つ人になり
たいです。介護福祉科を卒業したら、今までの母から教
えてもらったことや実体験を通して感じたことや考えた
ことを、困っている人を助け悲しみを喜びに変えていけ
るような介護福祉士になれるようにしたいです。母のと
きは「大丈夫」などとしか声掛けができずにただ混乱し
ていただけで終わってしまっていましたが、今、専門的
に学習をしていてとても学びがいがあり、理解できると
楽しいし、喜びに変えることができます。私は、話したり
するのが苦手な部類でありますが、一対一で話す機会
が多い職業なので、コミュニケーション能力を高めてた
くさんの笑顔を配れるような介護福祉士になれるよう
に頑張りたいと思います。

佳　作

笹沼 亜珠さん
（栃木県立真岡北陵高等学校 1年）

ささぬま あみ

審査委員長のコメント

　この作品で一番評価したいのは、「人の役に立つこと
がとてもうれしいことだと感じた」と書かれている点です。
これは非常に大事なことです。人とコミュニケーションをど
う上手くとるかといったことではなく、その前に自分がどん
な人間になりたいかということを考え、そうなれるように努
力する、と素直に書いている点が良いと感じました。

受賞者コメント

　母の支援を通じて感じたことや、それをこれか
らの生活や学習にどのように生かすか文章にし
ました。介護の勉強や将来介護福祉士として働
く際に役立てていきたいと思います。

笹沼 亜珠さん

※学年は応募当時のものです。
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込んでいくのかは収集したデータを活かす上で大きな
ハードルになると思います。比較対象が目的であるのなら
ば、一定のルールを持たせないと難しいですし、全体でか
かるような人件費、家賃、水道光熱費や、通信費、リース
料等についてどのように按分すべきなのかはよく検討す
る必要があると思います。
　また、近年では社会法人向けの会計ソフト自体も性能
がアップしてきており、部門別の会計などにも対応しつ
つ、WAMNETなどの厚生労働省の定めたシステムに流
し込むためのデータが出力されるようになってきていま
す。もちろんそれでも修正すべき点が出てきますので、1日
がかりの大仕事です。
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ちの何件が実際に成約したのかといったデータを取って
行くことで、「問い合わせが減っているのでこうしたアク
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　そうした視点から見れば今回公表される財務諸表も工
夫しだいで利用方法が見つかるはずです。例えば、今後
データベース化が進めば、規模別、サービス別の全国的
な平均値が見えてくるでしょう。この指標をうまく活用す
ることができれば、経営者にとっての自信につながった
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　私が、介護や福祉に関する実体験等を通して感じた
こと、考えたことは、介護はいつ必要になるかなんて分か
らないということです。私の母は、末梢神経の病気を持っ
ています。気づいた日には、もう病気になっていました。一
時期は、お箸やお皿も持てずスプーンや軽いプラスチッ
クのお皿を使ったりしていました。ですが私は、介護は苦
痛だと思っていません。むしろ、その困っている人のため
に何もできない自分がその人の役に立つことができてと
てもうれしいことだなと感じることができました。
　介護はずっと、車いすを押す、オムツを替えるなどだけ
だと思っていましたが、利用者さんとコミュニケーション
をとるのはもちろん、変化や気持ちをしっかりと聞くこと
も介護だということを知りました。介護は、高齢者や障害
だけでなくとも大勢の人が介護を必要としているという
ことが分かりました。
　介護の勉強をしていて、私は介護福祉士になれるの
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「介護福祉経営士」資格認定試験が
自宅や職場でも受験できるようになりました！

従来どおりの会場受験（CBT方式）も引き続き実施しています！

介護福祉経営士2級ポイント整理講座（アーカイブ）のご案内

【必要となる動作環境など】

OS

ブラウザ

Windows：Windows10／Windows11
macOS：chrome利用：10.13.6以上、safari利用10.15.7以上

【試験予約期間・実施日程】
いつでもお申込みできます。お支払い完了後60日の間に受験いただきます。
※お支払い完了後の期間変更、期間延長、キャンセルはできません。

【試験予約期間・実施日程】
受験日は、3カ月先まで設定可能です。年末年始を除く毎日実施しています。

【受験上の注意】
試験会場には、テキストの持ち込みはできません。

【受験当日の持ち物】
顔写真付きの身分証明書1点、もしくは、顔写真無しの身分証明書2点（必須）

■試験のお申し込み・お問い合わせ・資料請求はウェブで
〒104-0032
東京都中央区八丁堀三丁目20番5号 S-GATE八丁堀9階
TEL.03-3553-2896　FAX.03-3553-2897

http://www.nkfk.jp/
一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会

または 介護福祉経営士

お 知 ら せ

リモート受験（在宅受験）の流れ

15日後

※AIによる試験運用システムを導入しています。

合格自宅や職場の
パソコンで受験※

パソコン・スマートフォン
から受験申込

受験料の支払・受験票を
メールで受信

会場受験（CBT）の流れ

NEW

自宅や職場のPCで受験することができる新しい受験方式です。

Google Chrome：（PC：80以上）、Micrososft Edge：（PC:80以上）［macos対応版は対象外］、
MacOS（macOS）：Safari（14.0.3以上）

本人確認書類

その他の条件

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートのいずれかを使用してください。
※電子媒体の身分証明書や身分証明書のコピーは不可となります。

●OSに対応したWebカメラ：最大フレームレート30fps以上（AI認証のため要オートフォーカス付き）
●マイク：ノートPCやWebカメラ付属のマイク、外付けマイク等
●ブラウザ設定：JavaScriptが動作する設定となっていること、ブラウザのローカルストレージが使用可能となっていること
●ネットワーク：4Mbps以上のインターネット回線（受講者一人当たり）
●シンクライアント端末（データを保存せずネットワーク上に保存する端末）の場合、正常に受験できない場合があります
ので、一般的なPCでの受験をお願いします。
●企業内ネットワーク等、セキュリティ制限がかかっている場合には正常に受験できない場合がありますので、一般的なイ
ンターネット回線をご利用ください。　等

注意事項など

以下の行為に該当した場合（該当すると疑われる場合を含む）は失格となることがあります。
●故意に本人確認を妨げる行為をした場合（例：サングラス・マスクなどを着用しての受験など）
●他の人の代わりに受験した場合
●試験中に途中退席した場合（例：エアコンの温度調節のための離席、トイレのための離席など）
●カメラに第三者が映り込んだ場合やマイクに第三者の声が入った場合
●所定の使用機器や持ち物以外を持込み、使用した場合
　※試験開始前にスマートフォンは電源を切り、パソコン上の通話ソフトやSNSツール等の通知設定はOFFにしてください。

●試験中に第三者との会話・通信が認められた場合　等

※上記は抜粋版となります。詳細は試験システム運営会社のHPをご確認ください。（https://j-testing.jp/Reserve/Certification/Detail/1079）

リモート受験（在宅受験）とは

インターネットで最寄りの受験会場を予約し、会場のPCで受験する受験方式です。

会場受験（CBT方式）とは

パソコン・スマートフォンで
受験予約

受験料の支払・受験票を
メールで受信

会場のパソコンで
受験する

その場で…

合格

※会場により受験可能日・時間帯は異なります。
※受験料支払い後のキャンセル・ならびに返金は、一切できませんのでご了承下さい。
※日程変更を行う場合は受験日の3営業日前の17時までにご自身でお手続きいただく必要がございます。期限を過ぎての変更は一切できません。
あらかじめご了承ください。

※資料内訳：介護福祉経営士講座レジュメ、介護福祉経営士講座カリキュラム、適宜確認箇所一覧表、介護福祉経営士2級模擬試験（問
題・解答・解説）、介護福祉経営士講座用資料（全体体系図）、理解度チェック問題（問題・解答・解説）

介護福祉経営士試験に興味があるけれど…どうやって勉強すればいいのか分からない…
これまで独学で勉強を進めてきたが…そろそろ自分の理解度をチェックしてみたい！

試験対策講座（ZOOMの録画／5時間30分程度）を視聴していただくオンライン講座です。講座で使用している資料※を
提供いたします。

受講料：15，000円

お問い合わせ・お申込み

株式会社 日本医療企画
TEL:03-3553-2885

https://www.jmp.co.jp/company/support/book/index.html
https://youtu.be/sX9joyz5duU

▼お申し込みは下記お問い合わせフォームよりお願いいたします。
▼無料サンプル動画公開中！
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イ ベ ン ト 紹 介 介
護 福

祉 経
営 士 が

知って お き た い！ 介護福祉経営士に必要な知識や情報が得られるイベントを紹介。スキルを磨き、経営士
同士が切磋琢磨できる場として人気の研究会も多いので、ぜひ参加しよう。

C O N T E N T S

一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会 事務局
☎ 03-3553-2896
http：//www.nkfk.jp
〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目20番5号
S-GATE八丁堀9階
制作：株式会社日本医療企画

お問い合わせ先

●お知らせ
　「介護福祉経営士」
　資格認定試験について

6

●イベント紹介
●介護福祉経営士
　WEB説明会のご案内

8

●第7回「介護福祉のみらい」
　作文コンクール
　入選作品掲載

5

2

介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の
公表が義務化

特集

URLをクリックまたはタップするとお申し込みページへ移動します

KFK

介護の魅力と価値を高めるのはあなたです

News

介 護 福 祉 経 営 士
ニ ュ ー ス

2023

4.30
No.106

日本医療企画

こんなときどう対応する？ 病院でよくある法律相談
～医師で弁護士の講師が教える やさしい法律のはなし～

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL：06-7660-1761

お問い合わせ

https://www.jmp.co.jp/seminar/kansai/goudou20230604/
お申し込みはこちら▼

■日時：2023年6月4日（日） 14：00～16：00
■講師：山崎祥光氏（弁護士法人御堂筋法律事務所　弁護士）
■開催方法：大阪会場＋オンライン（ZOOM）　※後日アーカイブ受講可
■会場：本町第2ビル 2F セミナールーム（大阪府大阪市中央区本町2-2-5）
■定員：会場30名（先着順）、オンライン50名
■参加費：協会会員2,000円、一般3,500円
　　　　  ※税込 ※会場・オンラインとも

■日時：2023年5月21日（日） 9：30～12：30
■講師：酒井麻由美氏（株式会社リンクアップラボ代表）
■開催方法：会場＆オンライン＆オンデマンド＆DVD&CD（選択可）
■会場：コリドースクエア銀座7丁目2F（HMSセミナールーム）
　　　 （東京都中央区銀座7-2-22）
■参加料：一般24,200円、HMS会員（法人・個人会員）21,780円、
　　　　  購読会員22,990円　※税込

●今月の「介護ビジョン」
4

保健・医療・福祉サービス研究会

2024年トリプル改定と
通所リハ・通所介護の経営戦略セミナー

保健・医療・福祉サービス研究会
TEL：03-6823-8700
Mail：info@hifsk.co.jp

お問い合わせ

https://www.hms-seminar.com/seminar/?id=1678439306-427611
お申し込みはこちら▼

介護産業の推進・生産性の向上に向けて
全国介護事業者連盟 奈良県支部 設立総会・記念講演

全国介護事業者連盟

一般社団法人全国介護事業者連盟 事務局
TEL：03-5215-5063
Mail：info@kaiziren.or.jp

お問い合わせ

http://kaiziren.or.jp/event/request/2023/nara20230520/
お申し込みはこちら▼

■日時：2023年5月20日（土） 14：00～16：00
■会場：奈良県コンベンションセンター 2階 会議室
　　　 （奈良県奈良市三条大路1丁目691-1）
■会費：無料

奈良県支部の設立を記念して、設立趣旨・目的・活動内容の周知を図るこ
とを目的とした設立総会と、記念講演を開催。

「過去最大規模」との声も聞かれる2024年トリプル改定に向けた、通所リ
ハ・通所介護の経営強化の具体策について解説。また注目の12年ぶりの
創設となる新複合型サービス「通所＋訪問」など最新のトピックスや、講
師の豊富なコンサル実践事例を交えて、今後の効果的な通所事業経営戦
略を学ぶ。

外来や病棟の日常で起きる出来事には、法律で解決できることもたくさん
ある。患者の行為／医療者の行為はどこからが違法なのか？ 患者への初期
対応でミスしないコツはあるのか。よくあるケースに応じて、医師で弁護士
の山崎祥光氏が解説する。

株式会社日本医療企画 関西支社
TEL：06-7660-1761

お問い合わせ

https://www.jmp.co.jp/seminar/kansai/onlinecp_juku_2023/
お申し込みはこちら▼

“イチ”からわかる介護経営オンライン塾

介護経営に関する正しい知識を全5回にわたって学ぶ。

日本医療企画

■時間：16：00～18：00 ※ライブ配信だけでなく後日アーカイブ受講も可能
■講師：古株靖久氏（有限責任監査法人トーマツ／介護福祉経営士2級）
　　　  熊田圭佑氏（有限責任監査法人トーマツ／介護福祉経営士2級）
■開催方法：オンライン
■受講料：各回2,000円 ※税込

第 1 回

介護経営を取り巻く環境を学ぶ
2023年4月21日（金）

第 2 回

介護事業の経営分析手法を学ぶ
2023年5月19日（金）

第 3 回

介護事業の経営戦略策定を学ぶ
2023年6月16日（金）

第 4 回

介護事業の収益増加・費用削減と実行手法を学ぶ
2023年7月21日（金）

記念講演

介護保険法改正及び2024年同時改定、
大改革のゆくえと介護事業者生き残り戦略
斉藤正行氏（一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長）

第 5 回

高齢者向け住宅の未来介護経営を学ぶ
2023年9月8日（金）

介護業界で求められる
経営情報の透明化

介護事業者の財務諸表の公表が義務化
特  集

お申し込みは当協会ホームページ（http：//www.nkfk.jp/demae.html）より承っております。

介護福祉経営士  WEB説明会のご案内
　一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会では、「介護福祉経営士」資格や認定試験に関するWEB上での説明会を行っています。
　これまで、当協会では介護福祉経営士の受験を検討する法人などを直接訪問し「出前説明会」を開催してきましたが、今後はWEBも
活用しながら介護福祉経営士の普及に努めてまいります。
　「介護福祉経営士」について、資格取得のメリットや勉強方法などさまざまな情報を距離・場所の制約なく入手していただける機会と
なりますので、ぜひご活用ください。

K100
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